
 

 

 

 

 

 

現在、猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症について、 

全国緊急事態宣言をうけ、感染拡大防止対策のため臨時休業を 

することとなりました。今後のことについて不安なこともあると思い 

ますが、新型コロナウイルス感染症から生徒一人ひとりを守る手 

段であり、他の人に感染させないことにも繋がります。 

皆さんの行動一つ一つがこれから大切になります！ 

しっかり意識して生活しましょう。臨時休業中、特に次のことに注意してください。 

 

１  自己の免疫力を高める為にも、睡眠・バランスのとれた栄養等、生活リズムをしっかり整えましょう。 

 

２  手洗い・アルコール消毒・咳エチケット等を徹底しましょう。 

 

３  休業期間中については、授業の予習・復習や教科担任から出された課題に取り組みましょう。 

この期間の不要不急の外出控えてください。帰省しない寮生についても原則外出はできません。 

特にカラ オケボックスやゲームセンター、映画館など密封された不特定多数の人が入室する場

所等の利用は、5 月１０日までの間禁止となります。 

 

４  体調管理について 

  ・毎朝時間を決めて必ず検温と体調の確認をし、別紙の健康観察票に記載してください。 

・外出した場合の外出先や家族（同居者）の健康状態も記入してください。 

・登校再開時の帰寮・登校については、各担任から、生徒と家族の直近 2 週間の健康状態につ

いて保護者へ聞き取り調査をしっかり行い、問題がない場合のみ許可となります。 

※直近 2 週間の中で風邪症状や 37.5℃以上の発熱があった場合には、病院受診し登校許可書を

持参し、帰寮・登校となります。 

・休業期間中に頭痛、咳、のどの痛み、だるさ等「風邪のような症状」や 37.5℃以上の発熱が続き

「帰国者・接触者相談センター」へ相談した場合や、皆さんや家族の方（同居者）等に PCR 検査

を受けた方がおられた場合は、担任へも連絡をしてください。 

 

６  その他 

   ※休業期間中、不安なことや悩みごとがあれば、一人で悩まず、 

担任や養護教諭等に相談ください。 
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